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関空連絡橋の通行運用の変更について

関空連絡橋は、９月７日より、緊急車両やバス等に限定して、連絡橋上り線を用い

た対面通行を実施しています。

今般、別紙の通り、タクシー・ハイヤー（緑ナンバー）についても、９月２１日午

前０時より連絡橋の通行を可能といたします。

あわせて、連絡橋上り線の対面通行箇所について、９月２１日午前０時より、関空

方面のみ２車線とする運用を開始します（りんくうタウン方面は１車線）。

なお、引き続きマイカー（白ナンバー）、レンタカーは利用できません。ご理解ご協

力をお願いします。

※ 空港行きのバスの運行情報については、関西空港交通の HPをご覧下さい。
（http://www.kate.co.jp/）
※ 神戸空港からの旅客船の運航情報・空席情報については、「神戸‐関空ベイ・
シャトル」（http://www.kobe-access.jp/）をご覧下さい。
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（別紙）

これまで通行可能であった車両の例

・警察、消防、救急関係の車両

・災害救助、復旧活動のための車両（例：物資・人員運搬車両）

・バス（空港に残された利用者を空港から運び出すためのもの）

・物資輸送車両（空港内のコンビニ、物流施設等）

・報道関係車両

・空港関係者の車両（エアライン関係、物流事業者等）

・営業用乗合・貸切バス（リムジンバス・臨時シャトルバス等）

・鉄道・バスを利用することが著しく困難な方が利用するタクシー・ハ

イヤー等

今回通行可能となる車両

・タクシー・ハイヤー（緑ナンバー）

引き続きマイカー（白ナンバー）、レンタカーは利用できません。

関西国際空港をご利用の際は、公共交通機関のご利用をお願いします。


